
　令和５年７月31日をもって、お手持ちの国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期限が切れますので、
新しい保険証を７月上旬に簡易書留で世帯主の方へお送りします。１通につき３名分までの保険証が入って
います。４名以上の世帯には、２通以上届くことになります。
　保険証が届きましたら記載内容をご確認ください。
○有効期限について
　今回お送りする保険証の有効期限は令和６年７月31日です。１年間お使いいただきますので、大切に保
管してください。なお、次の方は、有効期限が異なったものとなります。

◎後期高齢者医療制度に変わる方（令和６年７月31日までの間に75歳になる方）
◎高齢受給者に該当する方（令和６年７月１日までに70歳になる方）
◎学生の届けをされた方で令和６年７月31日までに卒業予定となる方

　

○保険証に関する注意事項　　  
　保険証は簡易書留で郵送します。ご不在のため配達できなかった書留は、郵便局の配達員が不在連絡票
をおいていきます。郵便局に電話されますと、希望される日または時間帯に再配達されます。一定期間、
受け取りをされなかった場合には、保険年金課へ返送となります。
※�新しい保険証が届きましたら、有効期限が令和５年７月31日となっている古い保険証は、個人情報等が
わからないように裁断するなどして確実に処分してください。

※高齢受給者（70歳以上75歳未満）の方は、８月１日から使用してください。

後期高齢者医療被保険者証（保険証）の更新について
　令和５年７月31日をもって、お手持ちの後期高齢者医療被保険者証（保険証）の有効期限が切れますので、
７月中旬以降に簡易書留で新しい保険証をお送りします。保険証が届きましたら記載内容をご確認くださ
い。新しい保険証は、８月１日から使用してください。

○有効期限について
　今回お送りする保険証の有効期限は令和６年７月31日です。１年間お使いいただきますので、大切に保
管してください。

○保険証に関する注意事項 
　保険証は簡易書留で郵送します。ご不在のため配達できなかった書留は、国民健康保険被保険者証の更
新についての「保険証に関する注意事項」下線部分と同様となります。
　なお、８月になりましたら、有効期限が令和５年７月31日となっている古い保険証は、個人情報等がわ
からないように裁断するなどして確実に処分してください。

国民健康保険被保険者証（保険証）の更新について

令和５年７月１日
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　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、４月１日を賦課期日として計算し、４月から翌年３月までの
１年度分を納付していただきます。納付書や口座振替により納付する方法（普通徴収）と、年金から天引き
する方法（特別徴収）がありますので、納入通知書が届きましたら納付方法をご確認ください。
○保険料を納付書・口座振替で納付の方（普通徴収）
　納付書でお支払いの方へは、７月中旬に納付書を８期分まとめてお送りしますので、お近くの金融機関、
コンビニエンスストア、収納推進課、淀江支所地域生活課の窓口で納めてください。
　口座振替をご利用の方は、納期限の日に指定の金融機関の口座から振り替えとなりますので、振替口座
をご確認ください。
　また、スマホ決済やインターネットを通じてクレジットカードによる納付（後期高齢者医療保険料を除く）
もできます。【クレジット納付では、納付額のほかにクレジット納付サイトのシステム利用料が必要です。】

令和５年度国民健康保険料の納期限

１期 ７月31日（月） ４期 10月31日（火） ７期 １月31日（水）

２期 ８月31日（木） ５期 11月30日（木） ８期 ２月29日（木）

３期 10月２日（月） ６期 12月25日（月）

※納期内での納付が困難な方は、収納推進課（23-5124）へご相談ください。
※�国民健康保険料は市役所の窓口で、ペイジー口座振替受付サービスをご利用できます。必要なものは、対
象金融機関（山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、島根銀行、中国労働金庫、中国銀行、ゆうちょ銀行、
鳥取西部農業協同組合）のキャッシュカード（手続きができるのは口座名義人の方のみ）及び本人確認書
類です。

○保険料を年金から天引きの方（特別徴収）
　納付月は、年金支給月の４月、６月、８月、10月、12月、２月となります。
※�特別徴収されていた方でも、本年度中に75歳を迎えられる場合、あるいは要件を満たさなくなった場合は、
特別徴収が中止となります。

※�保険料の滞納がない方で、特別徴収を中止して、口座振替による納付への変更をご希望の方は、ご希望
の金融機関での口座振替の手続き後、保険年金課または淀江支所地域生活課で７月31日までに手続きさ
れますと、10月に支給される年金から特別徴収が中止となります。

国民健康保険料の減免制度について
　災害や病気など特別な理由で国民健康保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免される場合
があります。減免の対象となる保険料は減免の理由が発生した日以後、または申請日以後の納期分の保険料
となります。
　詳しくは、保険年金課保険業務担当（23－5122）へご相談ください。

令和５年度国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の
納付が７月から始まります
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「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について

○国民健康保険加入の方　  　
　現在交付している認定証は、令和５年７月31日が有効期限となっています。８月以降も認定証が必要な
方は、７月３日（月）以降に保険年金課または淀江支所地域生活課で更新の手続きをお願いします。また、
新たに認定証が必要な方も随時交付いたしますので申請してください。

対
象
と
な
る
方

年　齢 住民税課税区分 交付する認定証

70歳未満
課 税 世 帯 限度額適用認定証

非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上
75歳未満

課 税 世 帯
所得区分が現役並み所得者Ⅰ及び現役並み
所得者Ⅱの方は限度額適用認定証　（注）

非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

（注）所得区分が現役並み所得者Ⅰ　　課税所得145万円以上380万円未満
所得区分が現役並み所得者Ⅱ　　課税所得380万円以上690万円未満
所得区分が一般（課税所得145万円未満）及び現役並み所得者Ⅲ（課税所得690万円以上）の方は、
医療機関に保険証を提示することにより自己負担限度額までの支払いとなることから、限度額適
用認定証は必要ありません。

※認定証の申請には保険料の未納がないことが要件となります。
※�住民税課税世帯・非課税世帯の判定について、令和５年８月から令和６年７月の期間は、令和５年度の住
民税課税状況で判定します。

○後期高齢者医療制度加入の方
　現在、認定証を交付している方（令和５年７月31日有効期限の認定証をお持ちの方）で所得区分が変わ
らない場合は、自動更新になります。更新した認定証は７月中旬以降保険証と一緒に郵送いたします。
　また、新たに認定証が必要な方は７月３日（月）から随時交付いたしますので保険証をお持ちになり、
保険年金課または淀江支所地域生活課で申請してください。
※世帯に所得未申告の方がいる場合は、自動更新とはなりません。
※認定証が必要な方と必要でない方は、世帯の所得に応じて変わります。
※�住民税課税世帯・非課税世帯の判定について、令和５年８月から令和６年７月の期間は、令和５年度の
住民税課税状況で判定します。

〈高額療養費制度と限度額適用・標準負担額減額認定証について〉
　医療機関の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより自己負担
限度額を超えた額が払い戻される『高額療養費制度』があります。しかし、あとから払い戻されると
はいえ、一時的な支払いは大きな負担です。
　入院・手術などで医療費が高額になる場合に、あらかじめ『限度額適用・標準負担額減額認定証』
の交付を受け、医療機関等の窓口に保険証と一緒に提示することで、１か月（１日から月末まで）の
医療費が自己負担限度額までの支払いとなります。
※同月に入院や外来など複数受診がある場合、高額療養費支給の申請が必要となることがあります。
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米子市保険年金課　 ℡（0859） 23 － 5122（保険証、後期高齢者医療等）　　23 － 5121（高額療養費等）
　　　　　　　　　　　　　　 23 － 5407（人間ドック、健康診査、保健指導等）
米子市収納推進課　　 23 － 5124（納付相談等）　　23 － 5161（口座振替等）

　

交通事故などにあったとき（第三者行為）
　交通事故や暴力行為など、第三者（加害者）の行為による治療に米子市国民健康保険（国保）を使う場合は、
保険年金課への届出が必要です。
　第三者の行為の場合、加害者が責任に応じて医療費の全額を負担することが原則ですが、国保を使うこと
により加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで国保が給付した医療費を加害者へ請求
（求償行為）します。
　届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が支払った医療費を
加害者へ請求できなくなることがあります。その場合は、国保が支払った医療費は被害者の方が返還するこ
ととなります。
　交通事故などで治療を受ける場合は、保険年金課にご相談・届出をお願いいたします。
　後期高齢者医療制度の方も交通事故などの第三者行為が原因で治療を受ける場合は、保険年金課へ届出が
必要です。

　
健康推進室から

　健診結果によって生活習慣病の前段階「メタボリックシンドローム」のリスクがあると判定された方に、
生活習慣を改善するための「特定保健指導」というプログラムがあります。
　米子市では「健診結果相談会」として、保健師や管理栄養士が一緒に普段の生活を振り返ることで、改善
のポイントを見つけるためのサポートを行っています。
　コロナ禍で令和２年度と令和３年度は利用者が減少しましたが令和４年度は増加しました。
対象の方には個人通知をしていますので、ぜひご利用ください。

　

健康がい～な講演会のお知らせ
　「睡眠時無呼吸症候群」は、様々な生活習慣病と関連があることをご存じでしょうか？
　ご自分の「眠り」を考えるいい機会です。参加無料、予約不要です。お待ちしております。

実施日時　　令和５年８月23日(水)　午後１時～２時30分（受付：午後０時30分～）
実施場所　　米子市役所本庁舎４階　401会議室　
講　　師　　鳥取大学医学部　保健学科検査技術科学専攻病態検査学講座
　　　　　　　　　　加藤　雅彦　先生　
テーマ　　　「睡眠時無呼吸症候群と様々な病気との関連について」
※入場無料、申込不要です。
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動機づけ支援

積極的支援

「動機づけ支援」「積極的支援」とは、
特定保健指導対象者の判定方法によ
り分類された「保健指導のタイプ」
の名称です。

健診結果相談会利用者（人）
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